
                                      

 

２０２６年３月 

  一般社団法人京都水泳協会 

１ 競技者登録方法について 
 競技者登録・競技会エントリーはすべて（公財）日本水泳連盟競技者登録・競技会エントリーシステム（通称

「WebSWMSYS」）で行っております。２０２３年度からWebSWMSYSが大幅に改修され、操作性が向上しました。 

 令和８（２０２６）年度登録につきましても、別紙手順に従い処理を進めて下さい。手順通りの処理を行わないで問

題が生じた場合の責任は負いかねますので、よろしくお願いします。 

 

２ 基本登録 
 ２０２６年度当初の基本登録期日については、以下の通りにて行います。 

 ２０２５年度の基本登録と同じ日程で受け付けを行います。その後は昨年度と同様、全て追加登録として随時

登録申請を行って下さい。 

 なお、登録データ自体はWeb-SWMSYSによる登録ですが、別途提出書類はそれぞれ必要です。間違いのないよう

にして下さい。 

 

  ○基本登録（団体・個人登録）                 書類締切 ２０２６年 ５月１９日（火） 

 ・２０２６年度に公認大会に出場する団体、および２０２５年度からの個人継続登録者 

 

 ＜提出書類＞ 

  ・２０２６年度団体・競技者登録申請書  （京都水泳協会登録様式１） １部 

  ・２０２６年度団体登録申請書      （WebSWMSYSで印刷したもの） １部 

  ・２０２６年度競技者登録情報明細表   （WebSWMSYSで印刷したもの） １部 

 

 ＜提出先＞ 

     〒６０１－８０４７ 

      京都市南区東九条下殿田町７０ 

       京都府スポーツセンター内   一般社団法人京都水泳協会 事務局 競技者登録係 宛 

     

 

     書類提出締切日（基本登録分）   ２０２６年 ５月１９日（火）午後３時到着分まで（必着のこと） 

 

   ※ 一般郵送のみ受付します。書留は受付できません。 

 ※ ５月２０日以降の所属団体変更者・新規登録者は、追加登録として適宜登録・提出して下さい。 

 

  ○登録費用について 

   登録料は、すべて振込とします（振込手数料は各自で負担下さい）。 

 

   ・団体登録費   １団体      １５，０００円 

   ・競技者登録費  １人１競技ごと   １，８００円 

 

   ＊郵便振替を利用して、以下に払い込んで下さい。 

       口座番号 ００９６０－９－２１２２４３ 

       口座名義 一般社団法人京都水泳協会 

 

    注意 払込料金は、単独で振り込みしてください。 

      （必ず、大会参加申込金などとは別々に振り込んで下さい。） 

 

     振込納付締切日（基本登録分）   ２０２６年 ５月１９日（火） 

 

 

 

様式１・各種申請書は全て１部提出ずつです。 

＊＊ 注意 ＊＊ 

通信欄に振込金の内訳、

団体番号・団体名を記載

してください！ 

※払込方法は間違いのないようにして

下さい。 

宛先を間違えないように！！ 



  ○登録処理について 

   具体的な登録手続については、別紙「２０２６年度 団体・競技者登録について（処理手続内容一覧）」を 

  参照の上、間違いのないよう、順番に処理をして下さい。 

 

  ○ＩＤカードについて 

    ＩＤカードは、２０２２年度より発行がなくなりました。 

    登録内容の証明についてはシステム上で印刷することが可能になりましたので、そちらをご活用くださ

い。 

 

  ○その他 

   追加連絡は、全て一般社団法人京都水泳協会ホームページにて行います（書類発送は行いません）。 

 

３ 登録制度について（確認事項） 
競技者登録費用区分の変更について（登録区分） 

 登録費用は、第１区分登録（中学校～大学、実業団）と第２区分登録（スイミング、任意団体など）で 

それぞれ別々に納付することになっております。 

 このため、「高校」と「スイミング」、「（公認大会に出場する）中学」と「水球クラブ」といった区分を 

またいでの登録については、それぞれ登録費用が生じます。 

 例）A高校在籍で、B水球クラブにも所属している高校生Cが、それぞれ水球競技にて登録する場合 

    → 登録区分が１競技であっても、高校・水球クラブのそれぞれの登録料が必要になります。 

 

 なお、中学校として中体連主催大会（中学府下・近畿・全中）にのみ出場する場合は、中学校（第１区分） 

における登録費用は発生しません（上記大会以外の全ての公認大会への出場には、団体有償登録および 

個人有償登録が必要となります。）。 

 ただし、クラブチームから中体連主催大会（中学府下・近畿・全中）に出場するための無償団体は設定で

きません。有償団体として登録の上、有償登録が必要となります。 

 

競技者登録費用区分の変更について（競技区分） 

 競技者一人であっても、競技種目ごとによる費用負担となっております。（以前は同一団体内における 

競技者一人に対する登録料というシステムでしたが、現在はそうではありません。） 

「競泳」と「水球」、「競泳」と「AS」、「水球」と「日本泳法」といった、競技をまたいでの登録について 

は、それぞれの競技種目で定める登録費用が生じます。 

 例）D高校在籍の高校生Eさんが、競泳・水球の両競技区分に登録する場合 

    → 登録先が１カ所であっても、競泳・水球のそれぞれの登録料が必要になります。 

 

 なお、重複登録については、競技種目の総額から所定の減額を行う予定です。 

ＩＤカード発行について 

    ＩＤカードは、２０２２年度より発行がなくなりました。 

    登録内容の証明についてはシステム上で印刷することが可能になりましたので、そちらをご活用くださ

い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 追加登録 
 基本登録後に登録する必要のある選手は、追加登録になります。競技日程に合わせて余裕をもって登録手続き

をしてください。 

 

  ○追加登録について 

   基本登録と同様に、Web-SWMSYSによる競技者登録を各登録団体で行います。 

   データ登録は随時受け付けますが、書類上は１ヶ月単位での受付とします。前月１６日以降、当月１５日 

  までに登録した登録者の氏名と追加登録人数を必要書類に記載し、下記提出先へ当月１６日から２０日の間 

  に郵送して下さい（必着のこと）。 

   登録料については、追加登録人数分を当月２０日までに振込んで下さい。なお、必要金額が不足している 

  場合などは、後日協会事務局より通知を行います。登録料納入を含めた最終確認をもって協会としての正式 

  な登録受付とします。 

                      （書類提出・登録料納入締切＝毎月２０日） 

 

  ○競技者登録までの流れ 

・Web-SWMSYSによる登録（日水連 IDの付与）     （登録団体→日本水泳連盟） 

     ※ 仮登録ののち、間違いがなければ本登録も済ませて下さい。 

        ↓  

     前月１６日 ～ 当月１５日 の登録者について  

・追加登録書類の提出＜当月２０日まで＞         （登録団体→京都水泳協会） 

・登録料の納入   ＜当月２０日まで＞         （登録団体→京都水泳協会） 

        ↓ 

  ・登録料納入金額の通知（不足分がある場合）       （京都水泳協会→登録団体） 

        ↓ 

・正式受付（登録完了） 

 

    ※ 京都水泳協会の登録料納入確認をもって、正式な登録受付として扱います。 

    ※ 登録料の納入がない場合は、当該競技者の登録抹消を行います。 

      また、悪質な場合は登録団体のWeb-SWMSYS利用停止や登録者全体の競技会出場停止などの 

      処分を行います。 

 

   日水連では、Web-SWMSYSにて登録された時点で競技者登録を受け付けたものとして扱われますが、 

  本登録と同時に登録費用も発生します。 

   登録費用は、京都水泳協会が受付確認を行った競技者について日本水泳連盟へ納入します。この際、データ上の 

  登録者数と実際の納入金額に差異がないようにする必要があります。 

   このため、従来と同様、書類による提出で登録者数を把握、データ上との照合を行います。 

 

  ○追加登録の提出書類等 

  以下の３点となります。 

・２０２６年度団体・競技者登録申請書    （京都水泳協会登録様式１） １部 

・２０２６年度団体登録申請書        （WebSWMSYSで印刷したもの） １部 

・２０２６年度競技者登録情報明細表     （WebSWMSYSで印刷したもの） １部 
       ※追加申請した差分一覧（追加登録をした申請日時単位の申請一覧、または月累計単位の申請一覧）を印刷 

して提出して下さい。 
 

           ※Web-SWMSYSから印刷するものは、追加登録者分（追加申請した差分一覧）を 

選択して印刷・提出して下さい。 

 

  ○追加登録書類の提出先（書類） 

     〒６０１－８０４７ 

      京都市南区東九条下殿田町７０ 

       京都府スポーツセンター内   一般社団法人京都水泳協会 事務局 競技者登録係 宛 

          ※郵送のみ受付します。 

  ○受付期間 

   追加登録受付期間 ５月２０日（６月度） ～ ２月１５日（２月度） （毎月２０日締切） 

様式１・各種申請書は全て１部提出ずつです。 

 

宛先を間違えないように！！ 



５ 団体の新規登録について 
 本年度、新たに団体を登録したい場合は、協会Webサイト上にリンクのあるFormsに必要事項を入力してく

ださい。 

 折り返し、登録団体番号等を登録されたメールアドレスにお知らせ致します。 

 

  ○登録手順 

  ①新規登録を行いたい団体の責任者又は担当者が、京都水泳協会Webサイト上にリンクのあるFormsに必

要事項を入力し、登録する。 

   ※団体番号を割り振り、WebSWMSYSに初期登録を行うための必要項目です。 

  ②折返し、設定した登録団体番号を連絡します。ＩＤ・パスワードは登録されたメールアドレスに送信され

ます。 

  ③通知された内容で、団体登録、競技者登録を行います。 

  ④登録した内容について、「団体・競技者登録申請書」に必要事項を記入して提出します。 

   登録費用の振り込みも行います。 

  ⑤登録書類を協会事務局まで郵送します。 

 

  ○提出書類 

・２０２６年度団体・競技者登録申請書    （京都水泳協会登録様式１） １部 

  ※本書類を忘れる団体が多くあります。提出漏れのないよう、十分留意してください。 

・２０２６年度団体登録申請書        （Web-SWMSYSで印刷したもの） １部 

・２０２６年度競技者登録情報一覧表     （Web-SWMSYSで印刷したもの） １部 

 

  ○代行入力について 

   Web-SWMSYSの入力ができないなどの場合、代行入力を受け付けます。 

   なお、この場合は「日本水泳連盟競技者登録 申請書 （競技者登録代行入力依頼書）」（京都水泳協会 

  登録様式２）に記入の上、以下まで郵送して下さい。 

   この場合、代行手数料として１名につき１，０００円が別途必要になります。 

 

  ※代行入力の場合でも、登録団体番号が必要になります。事前に、上記メールアドレスでお問い合わせ 

   下さい。 

 

  ○追加登録書類の提出先（書類） 

     〒６０１－８０４７ 

      京都市南区東九条下殿田町７０ 

       京都府スポーツセンター内   一般社団法人京都水泳協会 事務局 競技者登録係 宛 

 

 

 


